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次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規

定の破線で囲んだ部分のように改める。 

改正後 改正前 

別紙１（第５条第２項第３号関係） 

 

 [別添２ 挿入] 

 

別紙１（第５条第２項第３号関係） 

 

 [別添１ 挿入] 

 

備考 表中の[ ]の記載は注記である。 

 


